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仕 様 書 
 

第１ 委託概要 

１ 件名 

  東京都地球温暖化防止活動推進センターウェブサイトリニューアル業務委託 

 

２ 履行期間 

   令和７年４月１日から令和８年３月 31日まで 

 

３ 履行場所 

東京都新宿区西新宿２-４-１ 新宿ＮＳビル 17階 

公益財団法人東京都環境公社 

東京都地球温暖化防止活動推進センター 

 

４ 背景及び目的 

東京都地球温暖化防止活動推進センター（以下、「委託者」という）ウェブサイトは、

都民及び都内事業者に対し実施する各施策を効果的に情報公開し、各施策の活用が促進さ

れることを目的としている。 

現行ウェブサイトは令和２年にリニューアルを行い、間もなく５年が経過する。 

昨今、事業数の増加に伴い掲載情報量は増加傾向であり、サイトが複雑化してきている。

また、過去に実施したユーザビリティ診断では、骨組み部分から組み替える必要性などを

指摘されており、ユーザーフレンドリーの視点からウェブサイトのリニューアルの必要性

が生じている状態である。 

これらのことから、ウェブサイトの抜本的な構成変更や情報の再編集、さらにイラスト

の追加などデザイン性の向上を図り、都民及び都内事業者に対してより効果的に情報提供

が可能となるようウェブサイトのリニューアルを実施する。 

また、受託者においては、委託者と共に現行ウェブサイトの課題発見から改善提案それ

らに沿ったウェブサイトの構築は当然のことながら、より良いウェブサイト作りへの伴走

型支援を求めるものである。 

 

５ 目標 

ユーザビリティおよびアクセシビリティが高く、障害者、高齢者を含めたすべての閲覧

者が迷うことなく目的の情報に辿り着くことができるウェブサイトの構築。 

 

第２ 委託業務内容 

別紙１「委託内容詳細」のとおり 
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第３ その他 

１ 成果物の納品 

受託者は、制作したウェブサイトの電子データについては、委託者の検収を受け、次の成

果物を委託者に提出すること。なお、Word、Excel、PowerPointいずれかの電子データで提

出することとし、形式の指定がある場合には委託者の指示のとおり提出すること。 

(1)設計ドキュメント 

ア 本委託の進行管理表    １部 

イ 要件定義書     １部 

ウ システム設計書     １部 

エ インフラ設計書     １部 

オ セキュリティ設計書    １部 

(2)開発段階の提出物 

ア ページ全体構成図(コンテンツ仕様表)  １部 

イ ソースコード一式（Gitリポジトリへのアクセス） １部 

ウ WEBシステム等テスト結果報告書   １部 

エ 脆弱性診断結果報告書    １部 

オ アクセシビリティ試験結果報告書   １部 

(3)運用段階の提出物 

ア 管理者用マニュアル    １部 

イ 運用保守手順書     １部 

ウ 障害対応手順書     １部 

 

２ 検収条件 

(1)「成果物の納品」に示すすべての成果物の納品が完了していること。 

(2) 仕様書に記載された要件をすべて満たしていること。 

(3) 委託者が承認したテスト計画に基づくテストに合格していること。 

 

３ 見積り前提条件 

見積りに当たっては、本仕様内容に係る全ての経費を対象とすることとし、５年間の保守

契約費用についても、年度ごとに分けて明示すること。 

 

４ 支払方法 

  本委託に係る経費については、委託内容完了後の一括払いとする。 

 

５ 著作権等の処理 

(1) 本件委託業務の履行においては、別紙２「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」

における「14 著作権等の取扱い」に準拠すること。 

(2) その他、著作権等で疑義が生じた場合は、別途協議の上、決定するものとする。 
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６ データの保護措置及び個人情報の取扱い 

  本契約に基づくデータの保護措置及び個人情報の取扱いは、以下のとおりとする。 

(1) 受託者は、別紙２「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」を遵守し、データの保

護措置を講じるものとする。 

(2) 受託者は、取り扱う個人情報について、別紙３「共通事項」における「３ 個人情報

の保護」を遵守するものとする。 

 

７ 共通事項 

(1) 本委託内容を履行するために必要な資源については、受託者が負担すること。 

(2) 本仕様書に記述のない事項については、別紙２「電子情報処理委託に係る標準特記仕

様書」及び別紙３「共通事項」、別紙４「暴力団体関係者の排除に係る特約条項」を遵

守すること。 

 （3）本仕様書の解釈に疑義が生じた場合、その都度委託者と協議のうえ処理するものであ 

ること。 

 （4）本委託契約は、公益財団法人東京都環境公社の令和７年度予算が令和７年３月 31日

までに成立した場合において同年４月１日に確定するものとする。 

 

以上 

 


